平成２３年度遊漁船業務主任者講習会開催要領

１　目的

　　平成１５年度の法律改正により、遊漁船業を営むにあたっては、遊漁船業務主任者を養成するための講習（農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたもの）を修了している遊漁船業務主任者を選任する必要があることから、本講習会を開催するものです。

２　開催日及び会場等

	開催日時
	開催場所
	定員

	平成２３年１１月２日（水）

１３：３０～
	青森県庁西棟８階大会議室

（青森市長島1丁目1－1）
	６０名


３　内容

（１）遊漁船業の適正化に関する法律の趣旨

（２）遊漁船業務主任者制度の趣旨

（３）遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項

（４）漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項

４　受講料　　無料

５　テキストについて

　　講習会では、（社）全国遊漁船業協会発行のテキスト及び手引書を使用します。各自協会から購入の上、講習会当日必ずご持参下さい。テキストがないと、受講できません。
テキストは、講習日の１０日前（１０／２１）までに、協会に直接お申し込み下さい。（青森県在住者は、会員価格（テキスト・手引書セットで１５００円）で購入できます。また、別途送料及び振込手数料がかかります。詳しくは、（社）全国遊漁船業協会ホームページをご覧下さい。）

６　受講申込

（１）受講を希望する場合は、事前に受講申込書によりＦＡＸ若しくは郵送でお申し込み下さい。

（２）受講申込期限は、平成２３年１０月２１日（金）です。ただし、定員を超えた場合は、その時点で締め切ります。

７　受講にあたっての注意点

（１）申込締切後に受講票をお送りしますので、必ず持参して下さい。

（２）鉛筆、ボールペン等は各自持参してください。

（３）駐車場は、県庁北棟地下駐車場又は県庁南側（国道側）駐車場をご利用下さい（無料）。ただし、駐車可能台数に限りがあります。






